
７ 自立するチカラ      ７-②・７-③・７-④ 

 

 

 

 

 

  

７－② ７７  自自立立すするるチチカカララ  

    「「労労働働法法入入門門とと相相談談機機関関」」  

１ 『労働法ってなんだろう？』 

①労働契約法  ②男女雇用機会均等法  ③労働安全衛生法  ④育児・介護休業法 

 ⑤労働基準法  ⑥労働組合法          ⑦労働者派遣法    ⑧パートタイム・有期雇用労働法 

 

２ 『保険と年金制度について学ぼう』 

①雇用保険  ②厚生年金保険  ③健康保険  ④労災保険 

 

３ 『働き始める前に確認しておくこと』 

①契約  ②更新  ③場所 内容  ④時間 休み  ⑤辞める  ⑥賃金 

 

４ 『相談窓口を知ろう』 

①総合労働相談センター  ②労働条件相談ホットライン  ③ハローワーク  ④日本年金機構 

⑤労働基準監督署       ⑥法テラス（日本司法支援センター） 

  

【【参参考考】】  

総合労働相談センター  

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 

ハローワーク（公共職業安定所）  

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ 

労働基準監督署  

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/list.html 

法テラス（日本司法支援センター）  

https://www.houterasu.or.jp/ 

労働条件相談ホットライン  

https://public.lec-jp.com/roudouHotline/ 

日本年金機構  

https://www.nenkin.go.jp/ 

第第 11部部        解解  答答  

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/list.html
https://www.houterasu.or.jp/
https://public.lec-jp.com/roudouHotline/
https://www.nenkin.go.jp/


７－③ ７７  自自立立すするるチチカカララ  

「「ママネネーーププラランン」」  

  

１ 『一人暮らしにはどんな費用がかかる？』 

①住居費  ②食費  ③光熱水道費  ④家具家事用品費  ⑤被服履物費  ⑥保健医療費 

    ⑦交通通信費  ⑧教養娯楽費  ⑨その他 

 

２ 『部屋を契約するにはどんな費用がかかる？』 

①家賃  ②管理費・共益費  ③敷金（保証金） ④礼金  ⑤仲介手数料  ⑥火災保険 

  

 

７－④ ７７  自自立立すするるチチカカララ  

「「ビビジジネネスス文文書書」」  

  

問１ 『どうして文書にするのでしょう。理由を考えて記入しましょう』 

●理由 公平性（共通の理解） 

●理由 正確な伝達でトラブルを防ぐため（間違いを防ぐ） 

●理由 形として後に証拠を残すため（保存） 

 

問２                                        問３ 

『簡単な社内文書【休暇届】を作成してみよう』   社外文書『創立 100周年記念パーティ 

の招待状を作成してみよう』 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

問４ 『社内文書と社外文書の違いを理解しよう』 

（Ａ）（Ａ）（Ｂ）（Ａ）（Ｂ）（Ｂ）（Ａ） 

 

              20△△年７月４日（月） 

 

休暇届 

 

人事部課長 

尾崎 良助 様   

人事部人事課 

小栗 俊輔 

期間 

20△△年 8月 8日（月）より 

20△△年 8月 12日（金）まで 

上記の日程で夏季休暇をいただきたい 

と存じます。 

     よろしくお願いいたします。 

 

 

             ⑥  

③  

                ④    

  創立 100年記念パーティのご招待 

⑦ 晩秋の候、⑧                

                            

                         ②   

記 

①                                          

                         ⑤   


